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１ 障害者雇用の現状
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障害者数について

総数 在宅者

施設入所者
障害者施設等

入所者や入院患者
18歳以上
65歳未満

身体障害児・者 ３９３．７ ３８６．４ １１１．１ ７．３

知的障害児・者 ７４．１ ６２．２ ４０．８ １１．９

精神障害者 ３９２．４ ３６１．１ ２０２．３* ３１．３

総 計 ８６０．２ ８０９．７ ３５４．２ ５０．５

身体障害児・者のうち、在宅者は、厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査」（平成23年）、施設入所者は厚生労働省「社会福祉施設等調査」（平成21年）等、
知的障害児・者のうち、在宅者は、厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査」（平成23年）、施設入所者は厚生労働省「社会福祉施設等調査」（平成23年）、
精神障害者数は、厚生労働省「患者調査」（平成26年）

（単位：万人）

○身体・知的・精神障害者の総数は約860万人。うち18歳以上65歳未満の在宅者は約354万人。

*  精神障害者については20歳～65歳未満
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障害者雇用の状況

（S63 .4.1）
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（平成28年6月1日現在）

○ 民間企業の雇用状況
雇用者数 47.4万人 （身体障害者32.8万人、知的障害者10.5万人、精神障害者4.2万人）
実雇用率 1.92％ 法定雇用率達成企業割合 48.8％

○ 雇用者数は13年連続で過去最高を更新。障害者雇用は着実に進展。
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雇用障害者数における障害種別ごとの重度障害等の実人数について
（平成28年6月1日現在）
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身体障害者

（重度）

102,518人
（身体障害者

の42.2％）

身体障害者

（重度以外）

140,415人

知的障害者

（重度）

21,530人
（知的障害者

の22.8％）

知的障害者

（重度以外）

72,787人

精神障害者

49,356人



ハローワークにおける障害者の職業紹介状況

就職件数の前年度比（％）
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○ 平成28年度の就職件数・新規求職者数は、前年度から更に増加。
○ 就職件数は93,229件と８年連続で増加。
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ハローワークにおける障害種別の職業紹介状況①

知的障害者身体障害者

新規求職申込件数
新規求職申込件数
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ハローワークにおける障害種別の職業紹介状況②

精神障害者
その他

（発達障害、高次脳機能障害など）

新規求職申込件数
新規求職申込件数
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ハローワークの障害種別の職業紹介状況
（就職件数）

全 数 全 数

身体障害者

知的障害者

精神障害者 その他

精神障害者

知的障害者

その他

身体障害者

平成１８年度 平成２８年度

４３，９８７件 ９３，２２９件

57.9％

25,490件

26.0％

11,441件

15.3％
6,739件 0.7％

317件

44.4％
41,367件

21.8％

20,342件

4.9％
4,580件

28.9％

26,940件
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２ 改正障害者雇用促進法について
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障害者権利条約の批准について

○ 障害者権利条約は、障害者の権利及び尊厳を保護・促進するための包括
的・総合的な国際条約であり、2006（平成18）年12月に採択される。

○ 我が国は、同条約に2007（平成19）年に署名し、同条約の批准に向けて
法整備を進め、法整備の一つとして「障害者の雇用の促進等に関する法律」
で所要の改正を行った（2013（平成25）年６月成立）。

※ ○ 労働・雇用分野については、公共・民間部門での雇用促進等のほか、

① あらゆる形態の雇用に係るすべての事項（募集、採用及び雇用の条件、雇用の継続、昇進並びに

安全・健康的な作業条件を含む。）に関する差別の禁止

② 公正･良好な労働条件、安全・健康的な作業条件及び苦情に対する救済についての権利保護

③ 職場において合理的配慮が提供されることの確保

等のための適当な措置をとることにより、労働についての障害者の権利の実現を保障・促進。

○ こうした法整備を行い、2014（平成26）年１月20日に批准され、同年2
月19日に同条約は我が国について効力を発生した。

○ なお、2014（平成26）年3月現在で、世界143の国及び地域が批准してい
る。
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１．障害者の権利に関する条約の批准に向けた対応

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の概要

雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措
置（合理的配慮の提供義務）を定めるとともに、障害者の雇用に関する状況に鑑み、精神障害者を法定雇用率の
算定基礎に加える等の措置を講ずる。

（１）障害者に対する差別の禁止
雇用の分野における障害を理由とする差別的取扱いを禁止する。

（２）合理的配慮の提供義務
事業主に、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずることを義務付ける。
ただし、当該措置が事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなる場合を除く。

（想定される例）
・ 車いすを利用する方に合わせて、机や作業台の高さを調整すること
・ 知的障害を持つ方に合わせて、口頭だけでなく分かりやすい文書・絵図を用いて説明すること

→（１）（２）については、公労使障の四者で構成される労働政策審議会の意見を聴いて定める「指針」において
具体的な事例を示す。（平成27年３月25日に公布）

（３）苦情処理・紛争解決援助
① 事業主に対して、（１）（２）に係るその雇用する障害者からの苦情を自主的に解決することを努力義務化。

② （１）（２）に係る紛争について、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の特例（紛争調整委員会による調停や都道府
県労働局長による勧告等）を整備。

２．法定雇用率の算定基礎の見直し

法定雇用率の算定基礎に精神障害者を加える。ただし、施行（Ｈ30）後５年間に限り、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加
えることに伴う法定雇用率の引上げ分について、本来の計算式で算定した率よりも低くすることを可能とする。

３．その他

障害者の範囲の明確化その他の所要の措置を講ずる。

施行期日：平成28年4月1日（ただし、２は平成30年4月1日、３（障害者の範囲の明確化に限る。）は公布日（平成25年6月19日））

※ 改正法の関係資料は、厚生労働省ＨＰ「障害者雇用対策」（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shougaisha_h25/index.html）に掲載中。
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現在、内閣府で差別解消のための「基本方針」
を策定中。

差別的取扱いの禁止
合理的配慮の不提供の禁止

法的義務

○ 平成２５年６月に、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」を制定

○ 差別解消のための「基本方針」を策定

○ 「基本方針」に即して、各府省庁等において
・ 当該機関における取組に関する対応要領
・ 事業分野別の対応指針（ガイドライン）
を策定。

平成１９年に署名した「障害者権利条約」の批准に向けた法整備

○ 不当な差別的取扱いの禁止

○ 合理的配慮の提供

雇用分野以外の全般について

内閣府

法的義務

国・地方公共団体等は法的義務
事業者は努力義務

○ 平成２５年６月に、「障害者の雇用の促進等に関する法律」を一部改正し、以下の規定を新設。

○ 必要があると認めるときは、事業主に対し、
助言、指導又は勧告を実施。

○ 労働政策審議会 障害者雇用分科会の意見
を聴いて、「指針」を策定。

○ Ｑ＆Ａ及び事例集を作成し、現在都道府県労
働局において事業主等に精力的に周知。

○ 不当な差別的取扱いの禁止

○ 合理的配慮の提供

雇用分野（事業主）

厚生労働省

法的義務

平成２８年４月施行

法的義務

平成２８年４月施行

障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務について
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（１）基本的な考え方

○ 対象となる事業主の範囲は、すべての事業主。

○ 対象となる障害者の範囲 ： 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害があるため、
長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者。

⇒ 障害者手帳所持者に限定されない。

○ 障害者であることを理由とする差別（直接差別）を禁止。
（車いす、補助犬その他の支援器具などの利用、介助者の付き添いなどの利用を理由とする不当な不利益取扱いを含む）

○ 事業主や同じ職場で働く者が、障害特性に関する正しい知識の取得や理解を深めることが重要。

（２）差別の禁止

○ 募集・採用、賃金、配置、昇進、降格、教育訓練などの各項目において、障害者であることを理由に障害者を排除する
ことや、障害者に対してのみ不利な条件とすることなどが、差別に該当するとして整理。

例：募集・採用

イ 障害者であることを理由として、障害者を募集又は採用の対象から排除すること。
ロ 募集又は採用に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を付すこと。
ハ 採用の基準を満たす者の中から障害者でない者を優先して採用すること。

○ ただし、次の措置を講ずることは、障害者であることを理由とする差別に該当しない。

・ 積極的差別是正措置として、障害者を有利に取り扱うこと。
・ 合理的配慮を提供し、労働能力などを適正に評価した結果、異なる取扱いを行うこと。
・ 合理的配慮の措置を講ずること。 など

１（１） 障害者差別禁止指針

障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、
事業主が講ずべき措置に関する指針（概要）
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・ 単に障害者だからという理由で、障害者を募集の対象としないこと。
・ 単に障害者だからという理由で、障害者に対してのみ特定の資格を有することを応募要件とすること。
・ 採用基準を満たす者が複数名存在した場合に、その労働能力等に基づくことなく、障害者でない者から順番に採用すること。

（参考）差別に該当すると考えられる例

１ 募集及び採用

２ 賃金

・ 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者に対してのみ賞与を支給しないこと。
・ 昇給に当たって、障害者に対してのみ試験を課すこと。

３ 配置

・ 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、特定の仕事を割り当てること。
（合理的配慮として、障害者本人の障害特性や労働能力、適性等を考慮して特定の仕事を割り当てる場合を除く。）
・ 営業職への配置に当たって、障害者に対してのみ資格取得を条件とすること。
・ 営業職への配置の基準を満たす労働者が障害者を含めて複数いる場合に、障害者でない者から順番に営業職に配置すること。

４ 昇進

・ 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者を昇進の対象としないこと。
・ 障害者に対してのみ上司の推薦を昇進の要件とすること。

・ 昇進基準を満たす者が障害者を含めて複数いる場合に、労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者でない者
を優先して昇進の対象とすること。

５ 降格

・ 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者に対してのみ降格の対象とすること。
・ 障害者でない者については成績が最低の者のみを降格の対象とするが、障害者については成績が平均以下の者を降格の対象とすること。

・ 降格基準を満たす者が障害者を含めて複数いる場合に、労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者を優先して降
格の対象とすること。 14



（参考）差別に該当すると考えられる例

６ 教育訓練

・ 一定の職務に従事する者を対象とする教育訓練を行うに当たって、障害者でない者は教育訓練の対象としているが、障害者は教育訓練
の対象としないこと。

・ 一定の職務に従事する者を対象とする教育訓練を行うに当たって、労働能力等に基づくことなく、障害者については、障害者でない者と
比較して長い勤続年数を教育訓練の受講要件とすること。

７ 福利厚生

・ 企業が福利厚生の措置を行っている場合に、単に障害者だからという理由で、当該福利厚生の措置の対象としないこと。
・ 私的保険制度の補助、奨学金の支給等の福利厚生の措置を行っている場合に、障害者に対してのみ、特別な条件を付すこと。

・ 障害者と障害者でない者が等しく要件を満たしているにも関わらず、障害者でない者を優先して住宅資金の貸付等の福利厚生の措置の
対象とすること。

８ 職種の変更

・ 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者だけを総合職から一般職に変更させること。
・ 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者だけを、一般職から総合職への変更の対象から排除すること。
・ 一般職から総合職への職種の変更に当たって、障害者に対してのみ長期の勤続年数の要件を付すこと。

９ 雇用形態の変更

・ 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者だけを、フルタイムからパートタイムに変更させること。

・ 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者だけを、パートタイムからフルタイムへの変更の対象から排除する
こと。
・ パートタイムからフルタイムへの変更の基準を満たす労働者の中から、障害者でない者を優先してその対象とすること。

１０ 退職の勧奨

・ 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者のみを退職の勧奨の対象とすること。

・ 障害者でない者については成績が最低の者のみを退職の勧奨の対象とするが、障害者については平均以下の者を退職の勧奨の対象
とすること。

・ 退職の勧奨の対象となる基準を満たす者が障害者を含めて複数いる場合に、労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由
で、障害者を優先して退職の勧奨の対象とすること。
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（参考）差別に該当すると考えられる例

１１ 定年

・ 障害者でない者には定年を定めない一方で、障害者のみ定年を60歳と定めること。
・ 障害者でない者の定年は65歳とする一方で、障害者の定年は60歳とすること。

１２ 解雇

・ 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、解雇の対象とすること。
・ 障害者でない者については成績が最低の者のみを解雇の対象とするが、障害者については成績が平均以下の者を解雇の対象とすること。
・ 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者を優先して解雇の対象とすること。

１３ 労働契約の更新

・ 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者に対してのみ、労働契約を更新しないこと。
・ 労働契約の更新の際、障害者に対してのみ、一定以上の成績を上げていることを条件とすること。
・ 労働能力等に基づくことなく、障害者でない者を優先して労働契約更新の対象とすること。
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（１）基本的な考え方

○ 対象となる事業主の範囲は、すべての事業主。

○ 対象となる障害者の範囲 ： 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害があるた
め、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者。

⇒ 障害者手帳所持者に限定されない。

○ 合理的配慮は、個々の事情を有する障害者と事業主との相互理解の中で提供されるべき性質のもの。

（２）合理的配慮の内容

○ 合理的配慮の事例として、多くの事業主が対応できると考えられる措置の例を「別表」として記載。

（別表の記載例）

【募集及び採用時】
・ 募集内容について、音声等で提供すること。（視覚障害）
・ 面接を筆談等により行うこと。（聴覚・言語障害） など

【採用後】
・ 机の高さを調節すること等作業を可能にする工夫を行うこと。（肢体不自由）
・ 本人の習熟度に応じて業務量を徐々に増やしていくこと。（知的障害）
・ 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。（精神障害ほか） など

１（２） 合理的配慮指針

雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保
又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を

改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針（概要）
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（４）過重な負担

○ 合理的配慮の提供の義務は、事業主に対して「過重な負担」を及ぼすこととなる場合を除く。
事業主は、過重な負担に当たるか否かについて、次の要素を総合的に勘案しながら個別に判断する。

① 事業活動への影響の程度、 ②実現困難度、 ③費用・負担の程度、

④ 企業の規模、 ⑤企業の財務状況、 ⑥公的支援の有無

○ 事業主は、過重な負担に当たると判断した場合は、その旨及びその理由を障害者に説明する。その場合でも、事業主は、
障害者の意向を十分に尊重した上で、過重な負担にならない範囲で、合理的配慮の措置を講ずる。

（３）合理的配慮の手続

○ 募集・採用時 ： 障害者から事業主に対し、支障となっている事情などを申し出る。
採 用 後 ： 事業主から障害者に対し、職場で支障となっている事情の有無を確認する。

○ 合理的配慮に関する措置について、事業主と障害者で話し合う。

○ 合理的配慮に関する措置を確定し、講ずることとした措置の内容及び理由（「過重な負担」にあたる場合は、その旨及び
その理由）を障害者に説明する。採用後において、措置に一定の時間がかかる場合はその旨を障害者に説明する。

※ 障害者の意向確認が困難な場合、就労支援機関の職員等に障害者の補佐を求めても差し支えない。

（５）相談体制の整備

○ 事業主は、障害者からの相談に適切に対応するために、必要な体制の整備や、相談者のプライバシーを保護するために
必要な措置を講じ、その旨を労働者に周知する。

〇 事業主は、相談したことを理由とする不利益取扱いの禁止を定め、当該措置を講じていることについて、労働者に周知する。
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（参考） 合理的配慮の具体例（指針別表の事例）

障害区分 場面 事 例 事例集
ページ

視覚障害 募集及び採
用時

・ 募集内容について、音声等で提供すること。
・ 採用試験について、点字や音声等による実施や、試験時間の延長を行うこと。

５

採用後 ・ 業務指導や相談に関し、担当者を定めること。
・ 拡大文字、音声ソフト等の活用により業務が遂行できるようにすること。
・ 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。
・ 職場内の机等の配置、危険箇所を事前に確認すること。
・ 移動の支障となる物を通路に置かない、机の配置や打合せ場所を工夫する
等により職場内での移動の負担を軽減すること。
・ 本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障害の内容や必要
な配慮等を説明すること。

６

聴覚・言語
障害

募集及び採
用時

・ 面接時に、就労支援機関の職員等の同席を認めること。
・ 面接を筆談等により行うこと。

１５

採用後 ・ 業務指導や相談に関し、担当者を定めること。
・ 業務指示・連絡に際して、筆談やメール等を利用すること。
・ 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。
・ 危険箇所や危険の発生等を視覚で確認できるようにすること。
・ 本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障害の内容や必要
な配慮等を説明すること。

１７
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（参考） 合理的配慮の具体例（指針別表の事例）

障害区分 場面 事 例 事例集
ページ

肢体不自由 募集及び採
用時

・ 面接の際にできるだけ移動が少なくて済むようにすること。 ２５

採用後 ・ 業務指導や相談に関し、担当者を定めること。
・ 移動の支障となる物を通路に置かない、机の配置や打合せ場所を工夫する
等により職場内での移動の負担を軽減すること。
・ 机の高さを調節すること等作業を可能にする工夫を行うこと。
・ スロープ、手すり等を設置すること。
・ 体温調整しやすい服装の着用を認めること。
・ 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。
・ 本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障害の内容や必要
な配慮等を説明すること。

２６

内部障害 募集及び採
用時

・ 面接時間について、体調に配慮すること。 ３５

採用後 ・ 業務指導や相談に関し、担当者を定めること。
・ 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。
・ 本人の負担の程度に応じ、業務量等を調整すること。
・ 本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障害の内容や必要
な配慮等を説明すること。

３６
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（参考） 合理的配慮の具体例（指針別表の事例）

障害区分 場面 事 例 事例集
ページ

知的障害 募集及び採
用時

・ 面接時に、就労支援機関の職員等の同席を認めること。 ４２

採用後 ・ 業務指導や相談に関し、担当者を定めること。
・ 本人の習熟度に応じて業務量を徐々に増やしていくこと。
・ 図等を活用した業務マニュアルを作成する、業務指示は内容を明確にし、一
つずつ行う等作業手順を分かりやすく示すこと。
・ 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。
・ 本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障害の内容や必要
な配慮等を説明すること。

４３

精神障害 募集及び採
用時

・ 面接時に、就労支援機関の職員等の同席を認めること。 ５０

採用後 ・ 業務指導や相談に関し、担当者を定めること。
・ 業務の優先順位や目標を明確にし、指示を一つずつ出す、作業手順を分かり
やすく示したマニュアルを作成する等の対応を行うこと。
・ 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。
・ できるだけ静かな場所で休憩できるようにすること。
・ 本人の状況を見ながら業務量等を調整すること。
・ 本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障害の内容や必要
な配慮等を説明すること。

５１
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（参考） 合理的配慮の具体例（指針別表の事例）

障害区分 場面 事 例 事例集
ページ

発達障害 募集及び採
用時

・ 面接時に、就労支援機関の職員等の同席を認めること。
・ 面接・採用試験について、文字によるやりとりや試験時間の延長等を行うこと。

５９

採用後 ・ 業務指導や相談に関し、担当者を定めること。
・ 業務指示やスケジュールを明確にし、指示を一つずつ出す、作業手順につい
て図等を活用したマニュアルを作成する等の対応を行うこと。
・ 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。
・ 感覚過敏を緩和するため、サングラスの着用や耳栓の使用を認める等の対
応を行うこと。
・ 本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障害の内容や必要
な配慮等を説明すること。

６１

難病に起因
する障害

募集及び採
用時

・ 面接時間について、体調に配慮すること。
・ 面接時に、就労支援機関の職員等の同席を認めること。

６８

採用後 ・ 業務指導や相談に関し、担当者を定めること。
・ 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。
・ 本人の負担の程度に応じ、業務量等を調整すること。
・ 本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障害の内容や必要
な配慮等を説明すること。

６９
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（参考） 合理的配慮の具体例（指針別表の事例）

障害区分 場面 事 例 事例集
ページ

高次脳機能
障害

募集及び採
用時

・ 面接時に、就労支援機関の職員等の同席を認めること。 ７３

採用後 ・ 業務指導や相談に関し、担当者を定めること。
・ 仕事内容等をメモにする、一つずつ業務指示を行う、写真や図を多用して作
業手順を示す等の対応を行うこと。
・ 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。
・ 本人の負担の程度に応じ、業務量等を調整すること。
・ 本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障害の内容や必要
な配慮等を説明すること。

７４
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労働者 事業主

障害者雇用調停会議

企 業

厚生労働省

都道府県労働局
（職業安定部）

➂ 調停委員による調停・調停案の作成･
受諾勧告 （法第７４条の７、８）

○ 障害者に対する差別の禁止や合理的配慮の提供に関し、ハローワークが中心となって助言・指導・勧告を行う

（法第３６条の６）。

○ 事業主と障害者の間で話合いが円滑に進まず、紛争に発展した場合、当該事項に係る紛争は、都道府県労働局長が

必要な助言、指導又は勧告をする（法第７４条の６）とともに、新たに創設する調停制度の対象となる（法第７４条の７、８）。

紛争状態

事業主

企 業

労働者

話合い段階

ハローワーク

話合い
紛争に発展

➁ 都道府県労働局長による
紛争当事者への助言・指導・勧告
（法第７４条の６）

様々な疑義

解
決
し
な
い
場
合

※ 個別紛争解決促進法の特例として、紛争調整委員会の中に設ける。

自主的な解決

紛争

① 事業主からの疑義照会に対する
ハローワークの助言・指導・勧告

（法第３６条の６）（注）

（注） 必要に応じて
都道府県労働局長
も実施可能

１（３） 苦情処理・紛争解決援助について

24



２ 法定雇用率の算定基礎の見直しについて

◎ 法定雇用率の算定基礎の対象に、新たに精神障害者を追加 【施行期日 平成30年4月1日】。

◎ 法定雇用率は原則５年ごとに見直し。

⇒ 施行後５年間（平成30年4月1日～平成35年3月31日まで）は猶予期間とし、精神障害者の
追加に係る法定雇用率の引き上げ分は、計算式どおりに引き上げないことも可能。

※ 具体的な引上げ幅は、障害者の雇用状況や行政の支援状況等を踏まえ、労働政策審議会障害者雇用分科会で議論。

【法定雇用率の算定式】

身体障害者、知的障害者及び精神障害者である常用労働者の数

＋ 失業している身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数

常用労働者数 － 除外率相当労働者数 ＋ 失業者数
法定雇用率 ＝

【激変緩和措置の内容】

追加

○ 平成25年4月1日～平成30年3月31日
身体障害者・知的障害者を算定基礎として計算した率（2.0％）

○ 平成30年4月1日～平成35年3月31日
身体障害者・知的障害者を算定基礎として計算した率と
身体障害者・知的障害者・精神障害者を算定基礎として計算した率との間で政令で定める率

○ 平成35年4月1日以降
身体障害者・知的障害者・精神障害者を算定基礎として計算した率
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民間企業の障害者雇用率を段階的に２．３％に引き上げることを了承
（平成30年４月１日から２．２％、３年を経過する日より前に２．３％）

～「障害者雇用率について（案）」の諮問及び答申～

ポイント
１ 障害者雇用率について
○ 民間企業については、2.3％（当分の間2.2％、３年を経過する日より前に2.3％）
【現行 2.0％】にすること。

○ 国及び地方公共団体並びに特殊法人については、2.6％（当分の間2.5％、３年を
経過する日より前に2.6％）【現行 2.3％】とすること。

○ 都道府県等の教育委員会については、2.5％（当分の間2.4％、３年を経過する日
より前に2.5％）【現行 2.2％】とすること。

２ 施行期日 平成30年４月１日から施行すること。

平成30年4月からの法定雇用率について
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法定雇用率の対象となる障害者の範囲の変遷

昭和51年
10月

昭和63年
4月

平成10年
7月

平成18年
4月

実雇用率に追加

精神障害者を雇用した場合
は、身体障害者又は知的障害
者を雇用した者とみなす。

実雇用率に追加

知的障害者を雇用した場
合は身体障害者を雇用し
た者とみなす。

法定雇用率の算定基礎の対象
「身体障害」のみ

昭和51年、身体障害者を対象とする雇用率制度を創設。平成10年には、知的障害者を法定雇用率の算定基礎の対
象に追加。さらに、平成30年４月から、精神障害者を法定雇用率の算定基礎の対象に追加（※）。

※ 施行後５年間は激変緩和措置として、身体障害者・知的障害者を算定基礎として計算した率と身体障害者・知的障害者・精
神障害者を算定基礎として計算した率との間で政令で定める率とする。

法定雇用率の算定基礎の対象
「身体障害」と「知的障害」

法定雇用率の算定基
礎の対象
「身体障害」と「知的
障害」と「精神障害」

平成30年
4月

各企業が雇用する障害者の割合（実雇用率）を計算する際の
対象には、知的障害者を昭和63年に、精神障害を平成18年に
追加。

精神障害者

知的障害者

身体障害者

（参考）
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３ 一億総活躍社会について、
28年度障害者雇用施策関係予算
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一億総活躍社会とは

少子高齢化という日本の構造的な問題について、

正面から取り組むことで歯止めをかけ、50年後も

人口１億人を維持

一人ひとりの日本人、誰もが、家庭で、職場で、

地域で、生きがいを持って、充実した生活を送る

ことができること
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一億総活躍国民会議構成員名簿

安倍 晋三
加藤 勝信
管 義偉
甘利 明

石破 茂
高木 毅
高市 早苗
麻生 太郎
馳 浩
塩崎 恭久
森山 裕
林 幹雄
石井 啓一
（有識者）
飯島 勝矢
大日方邦子
菊池 桃子
工藤 啓
榊原 定征
白河 桃子
高橋 進
対馬 徳昭
土居 丈朗
樋口 美雄
増田 寛也
松爲 信雄
松本理寿輝
三村 明夫
宮本みち子

内閣総理大臣
一億総活躍担当大臣
内閣官房長官
経済再生担当大臣
内閣府特命担当大臣（経済財政政策）
地方創生担当大臣
復興大臣
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
国土交通大臣

東京大学高齢社会総合研究機構准教授、医師
日本パラリンピアンズ協会副会長
女優、戸板女子短期大学客員教授
認定特定非営利活動法人育て上げネット理事長
日本経済団体連合会会長
相模女子大学客員教授
日本総合研究所理事長
社会福祉法人ノテ福祉会理事長
慶應義塾大学経済学部教授
慶應義塾大学商学部教授
東京大学公共政策大学院客員教授
文京学院大学人間学部教授
まちの保育園代表
日本商工会議所会頭
放送大学副学長

〔平成27年10月21日現在〕議長
議長代理
構成員
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（出所） 総務省「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」

○ 少子高齢化の流れに歯止めをかけ、誰もが家庭、職場、地域、それぞれの場で充実した生活を送ることができる
社会を創り上げるとともに、50年後も人口１億人を維持することを目指す。
○ このため、国民一人ひとりの置かれた状況を踏まえ、様々な課題や政策を検証し、真に必要な政策を立案して
いく。

国民生活における課題に対応した政策立案

国民生活における課題の例

・子育てと仕事の両立が大変。
・子供は欲しいが、経済的負担や育児
の負担への不安感がある。

・子供を育て、教育を受けさせるのは、
時間的にも経済的にも余裕がない。

・雇用が不安定。
・結婚相手が見つからない。

【子育て世帯】

【ひとり親】

【若者・未婚者】

【高齢・壮年】
・地域等で活躍する場が欲しい。
・貯蓄不足や健康が不安。
・親の介護と仕事の両立が困難。

【難病や障害の
ある方】 ・自分に合った仕事を見つけたい。

・商品やサービスを利用しづらいことが
ある。

（2014年10月1日現在：1億2,708万人）
（2060年(出生中位・死亡中位推計）：8,674万人）国

民
の
視
点
に
立
っ
て
現
状
の
様
々
な
課
題
や
政
策
を
検
証

60～74歳(21%)
2,606万人

75歳～ (13%)
1,592万人

～19歳(17%)
2,224万人

20～39歳(23%)
2,902万人

40～59歳(27%)
3,385万人

100万人100万人 0 50万人50万人

2014年
現在：

総人口 （2014年10月1日現在：1億2,708万人）
（2060年(出生中位・死亡中位推計）：8,674万人）
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（抜粋）一億総活躍社会の実現に向けた緊急に実施すべき対策

２．「ニッポン一億総活躍プラン」に向けた検討すべき方向性
（３）「安心につながる社会保障」

障害や難病のある方が、安心して生活できる環境づくりや、希望に応じた
多様な働き方や社会参加を実現するための支援等、自立と社会参加の支援を
推進する。

Ⅱ．緊急に実施すべき対策
■女性・若者・高齢者・障害者等の活躍推進
○障害者等の就労支援体制を拡充する。
○企業の採用基準等や学校の入学者資格が、障害や難病のある方が一律排除さ

れているかのような表現になっていないか総点検を呼びかけ、改善を促す。

平成27年11月26日 一億総活躍国民会議
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働き方改革実行計画（抄）
平 成 2 9 年 ３ 月 2 8 日
働き方改革実現会議決定

８．子育て・介護等と仕事の両立、障害者の就労

（２）障害者等の希望や能力を活かした就労支援の推進

障害者等に対する就労支援を推進するにあたっては、時間、空間の制約を乗り越えて、障害者の意欲や能力
に応じた仕事を提供するなど、障害者等が希望や能力、適性を十分に活かし、障害の特性等に応じて活躍でき
ることが普通の社会、障害者と共に働くことが当たり前の社会を目指していく必要がある。

近年、障害者の雇用環境は改善してきているが、依然として雇用義務のある企業の約３割が障害者雇用ゼロ
となっているほか、経営トップを含む社内理解や作業内容の改善等にも課題が残されている。また、就労に向け
た関係行政機関等の更なる連携も求められている状況にある。
このため、2018年４月より法定雇用率を引き上げるとともに、障害者雇用ゼロ企業が障害者の受入れを進め
るため、実習での受入れ支援や、障害者雇用に関するノウハウを付与する研修の受講を進めるほか、障害者雇
用に知見のある企業OB等の紹介・派遣を行う。
また、発達障害やその可能性のある方も含め、障害の特性に応じて一貫した修学・就労支援を行えるよう、教
育委員会・大学、福祉・保健・医療・労働等関係行政機関と企業が連携する体制を構築する。

さらに、障害者の在宅就業等を促進するため、在宅就業障害者に仕事を発注した企業に特例調整金等を支給
する制度の活用促進を図るとともに、ICTの活用を進め、仲介事業のモデル構築や、優良な仲介事業の見える
化を支援する。

加えて、障害者の職業生活の改善を図るための最新技術を活用した補装具の普及を図るとともに、農業に取
り組む障害者就労施設に対する６次産業化支援など、農福連携による障害者の就労支援について、全都道府
県での実施を目指す。

今後、多様な障害特性に対応した障害者雇用の促進、職場定着支援を進めるため、有識者による会議の場を
設置し、障害者雇用に係る制度の在り方について幅広く検討を行う。
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【働く人の視点に立った課題】

雇用環境は改善してきているが、依然
として雇用義務がある企業（50人以
上）の約３割が障害者を全く雇用して
いない。

経営トップを含む社内理解の促進、作
業内容・手順の改善等の課題を克服す
る必要。

就労に向けた関係行政機関等の更なる
連携が必要。

福祉事業所から一般就労への移行率が
20％以上の就労移行支援事業所が増加
しているが、移行率が０％の事業所が
３割強存在し、二極化している。

福祉事業所における利用者の賃金・工
賃は十分な水準にない。

・就労継続支援A型事業所の平均賃金6.8万円
（2015年度）

・就労継続支援B型事業所の平均工賃1.5万円
（2015年度）

【今後の対応の方向性】
障害者等が希望や能力、適性を十分に活かし、障害の特性等に応じて最大限活躍できることが普通になる社会を目指す。
このため、長期的寄り添い型支援の重点化等により、障害者雇用ゼロ企業を減らしていくとともに、福祉就労の場を障害
者がやりがいをより感じられる環境に変えていく。また、特別な支援を必要とする子供について、初等中等・高等教育機
関と福祉・保健・医療・労働等の関係行政機関が連携して、就学前から卒業後にわたる切れ目ない支援体制を整備する。

【具体的な施策】
（長期的寄り添い型支援の重点化）

• 障害者雇用ゼロ企業が障害者の受入れを進めるため、実習での受入れ支援や、障害者雇用に関するノウハウを付与す
る研修の受講などを進める。また、障害者雇用に知見のある企業OB等の紹介・派遣を行う。

（障害者の一般就労に向けた在学中からの一貫した支援）
• 発達障害やその可能性のある方も含め、障害の特性に応じて就労に向けて、在学中から希望・能力に応じた一貫した修
学・就労の支援を行うよう、各教育段階において、教育委員会や大学と福祉、保健、医療、労働等関係行政機関、企業が
連携した切れ目のない支援体制を整備し、企業とも連携したネットワークを構築する。

• 一般就労移行後に休職した障害者について、その期間に就労系障害福祉サービスの利用を認めることを通じた、復職を支
援する仕組みを創設するほか、福祉事業から一般就労への移行を推進する。

• 聴覚に障害のある人が電話を一人でかけられるよう支援する電話リレーサービスの実施体制を構築する。また、障害
者の職業生活の改善を図るための最新技術を活用した補装具の普及を図る。

（在宅就業支援制度の活用促進）
• 障害者の在宅就業等を促進するため、在宅就業する障害者と発注企業を仲介する事業のモデル構築や、優良な仲介事業の
見える化を支援するとともに、在宅就業支援制度（在宅就業障害者に仕事を発注した企業に特例調整金等を支給）の活用
促進を図る。

（農業と福祉の連携強化）
• 農業に取り組む障害者就労施設に対する６次産業化支援や耕作放棄地の積極的活用など、農福連携による障害者の就
労支援について、全都道府県での実施を目指す。

項目５．病気の治療、子育て・介護と仕事の両立、障害者就労の推進

⑫ 障害者等の希望や能力を活かした就労支援の推進
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2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

2022
年度

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度以降

指標

障害者雇用ゼロ
企業を減らすた
めの取組を推進
する。

就労移行支援事
業所等の利用を
経て一般就労へ
移行する者を
2020年度までに
2016年度実績の
1.5倍以上とする。

年度

施策

項目５．病気の治療、子育て・介護と仕事の両立、障害者就労の推進

⑫ 障害者等の希望や能力を活かした就労支援の推進

長期的寄り添い
型支援の重点化

障害者の一般就
労に向けた在学
中からの一貫し
た支援

企業等による初めての障害者の実習受け入れや、障害者雇用に関するノウハウを有する人材育成への支援

障害者雇用に知見のある企業ＯＢ等を、雇入企業に紹介・派遣

モデル構築の実施結果を踏まえた支援措置の検討
障害者テレワークのモデル構築
（在宅） （サテライト型オフィス）

就労後に休職した場合の就労系福祉サービス利用等
給付開始 報酬への反映を検討

報酬改定ごとに実績を踏まえた見直し

大学等と高校・行政機関・企業が連携した支援体制
のモデルとなるネットワーク構築

高齢・障害・求職者雇用支援機構の中期計画見直しに合わせて改善

事業の成果を研修等を通じ全国に普及

2019年度ま
でに94地域

連携支援体制の成果の発信・普及とともに、就労支
援コーディネーターの全国展開に向けた更なる拡充

更なる支援策等の検討
2017年度まで
に30地域

電話リレーサービスの実施 実施状況を踏まえた更なる拡充の検討

実施状況を踏まえた更なる支援策の検討

在宅就業支援制
度の活用促進

仲介事業の
モデルの構
築

優良仲介
事業の見
える化

取組実態を踏まえて必要な制度の見直しを図り、在宅就業支援制度の活用を促進

ｵﾘﾊﾟﾗと
合わせて
ﾏﾙｼｪ開催

年度までに全都道府県で実施）
各都道府県で農福連携による障害者の就労
支援を推進（2018年度までに全都道府県で実施）

農業と福祉の連
携強化

農福連携の更なる推進

最新技術を活用した補装具の普及 補装具の普及による障害者の就労の更なる促進

教育委員会と福祉・労働等行政機関が連携した支援体制整備

37



Ⅰ 多様な障害特性に応じた就労支援の推進
76.0（66.4）億円

１ ハローワークにおける支援の充実・強化
（１）ハローワークのマッチング機能の強化
（２）福祉、教育、医療から雇用への移行推進事業の実施

２ 精神障害者等に対する雇用支援の拡充
（１）精神障害者等に対する総合的な雇用支援の拡充
（２）障害者トライアル雇用事業の実施

３ 発達障害者・難病患者に対する就労支援
（１）発達障害者の総合的な雇用支援の実施
（２）難病相談支援センターと連携した難病患者への就労支
援の強化

（３）発達障害者・難病患者を雇い入れた事業主に対する助
成の実施

４ 障害者の多様な働き方と職域の拡大
（１）ＩＣＴを活用した障害者の在宅雇用推進のための支援事
業等の実施
（２）農業分野における障害者雇用推進モデル事業の実施

平成２９年度予定額 ３０７．８（２７０．２）億円
※括弧書きは前年度予算額

障害者に対する就労支援の推進
～平成29年度障害者雇用施策関係予算のポイント～

Ⅱ 障害者及び企業への職場定着支援の強化
98.5（89.7）億円

１ 障害者就業・生活支援センターの機能強化
２ 障害者の職場適応・定着等に取り組む事業主への支援
３ 精神・発達障害者を支援する環境づくりに向けた支援

Ⅲ 障害者差別の禁止及び合理的配慮の提供に係る事業
主支援と相談支援の実施 11.5（8.0）億円
１ 障害者の職場適応・定着等に取り組む事業主への支
援（再掲）
２ 精神・発達障害者を支援する環境づくりに向けた支援
（再掲）

３ 障害者差別の禁止及び合理的配慮の提供に係る相談
支援など

Ⅳ 障害者の職業能力開発支援の強化
88.1（70.2）億円
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（参考） 障害者雇用対策について
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地域における就労支援・相談支援機関について

○ ハローワーク 544ヶ所
… 障害者の態様に応じた職業紹介、職業指導、求人開拓、助成金関係事務等を実施。

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構

○ 地域障害者職業センター 52ヶ所〈各都道府県に１ヶ所＋5ヶ所の支所〉
… 職業評価、職業指導、職業準備支援、ジョブコーチ支援事業及び職場復帰支援（リワーク支援）等を実施。

雇用管理に関する助言、職務の切り出し、ジョブコーチの派遣等を実施。

※ センター一覧：http://www.jeed.or.jp/location/chiiki/index.html

○ 障害者就業・生活支援センター 332ヶ所〈障害福祉圏域単位で設置（平成29年４月現在）〉
… 障害者の職業的自立を図るために、地域の福祉や就労、医療等の関係機関と連携しながら、就職に向けた準備や

職場への適応・定着の支援、日常生活や地域生活に関する助言等を実施。

※ センター一覧：http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000146183.pdf

○ 中小企業等に対する障害者雇用相談支援
… 精神障害者等の雇用に関する理解の促進、経営的管理面からの障害者の配置や生産性向上の方法等、障害者の

雇用管理を始めとした企業が抱える障害者雇用に関する課題に対するコンサルティングを実施。

・ 関東（障害者雇用企業支援協会（SASEC））

URL ：http://sacec.jp/ TEL：03-3252-1900

・ 関西（全国重度障害者雇用事業所協会（全重協））

URL ：http://www.zenjukyo.or.jp/ TEL：03-6280-3627
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地域障害者職業センターは、公共職業安定所等の地域の就労支援機関との密接な連携のもと、障害者に対する

専門的な職業リハビリテーションを提供する施設として、全国４７都道府県（ほか支所５か所）に設置。

○ 職業評価
就職の希望などを把握した上で、職業能力等を評価し、それらを基に就職して職場に適応するために必要な支援内容・方法
等を含む、個人の状況に応じた職業リハビリテーション計画を策定。

○ 職業準備支援
ハローワークにおける職業紹介、ジョブコーチ支援等の就職に向かう次の段階に着実に移行させるため、センター内での作
業体験、職業準備講習、社会生活技能訓練を通じて、基本的な労働習慣の体得、作業遂行力の向上、コミュニケーション能
力・対人対応力の向上を支援。

○ 職場適応援助者（ジョブコーチ）支援事業
障害者の円滑な就職及び職場適応を図るため、事業所にジョブコーチを派遣し、障害者及び事業主に対して、雇用の前後
を通じて障害特性を踏まえた直接的、専門的な援助を実施。

○ 精神障害者総合雇用支援
精神障害者及び事業主に対して、主治医等の医療関係者との連携の下、精神障害者の新規雇入れ、職場復帰、雇用継続
のための様々な支援ニーズに対して、専門的・総合的な支援を実施。

○ 事業主に対する相談・援助
障害者の雇用に関する事業主のニーズや雇用管理上の課題を分析し、事業主支援計画を作成し、雇用管理に関する専門
的な助言、援助を実施。

○ 地域の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する助言・援助等の実施
障害者就業・生活支援センターその他の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言・援
助を行うほか、関係機関の職員等の知識・技術等の向上に資するため、マニュアルの作成及び実務研修等を実施。

地域障害者職業センターの概要

障害者一人ひとりのニーズに応じて、職業評価、職業指導、職業準備訓練及び職場適応援助等の各種の職業リハビリテ

ーションを実施するとともに、事業主に対して、雇用管理に関する専門的な助言その他の支援を実施。
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職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援

◎支援内容

事 業 主
(管理監督者・人事担当者)

ジョブコーチ

障 害 者

同僚

同僚

上司 家族

・ 障害の理解に係る社内啓発

・ 障害者との関わり方に関する助言

・ 指導方法に関する助言
・安定した職業生活を送るための家族の
関わり方に関する助言

・障害特性に配慮した雇用管理に関する助言
・配置、職務内容の設定に関する助言

・業務遂行力の向上支援
・職場内コミュニケーション能力の向上支援
・健康管理、生活リズムの構築支援

◎標準的な支援の流れ

不適応課題を分析し、

集中的に改善を図る

週３～４日訪問

支援ﾉｳﾊｳの伝授やｷｰﾊﾟｰｿﾝの

育成により、支援の主体を

徐々に職場に移行

週１～２日訪問

数週間～数ヶ月

に一度訪問

移行支援集中支援
フォロー
アップ

支援期間１～８ヵ月（標準２～４ヵ月）（地域センターの場合）

◎ジョブコーチ配置数（28年度）

計 ９９１人 地域センターのジョブコーチ ３１２人

訪問型ジョブコーチ（福祉施設型） ５８１人
企業在籍型ジョブコーチ（事業所型） ９８人

支援対象者数 ３，５７４人

職場定着率（支援終了後６ヶ月時点） ８７．１％
（支援終了後６ヵ月時点：27年10月～28年９月までの支援終了者の実績）

◎支援実績（28年度、地域センター）

障害者の職場適応を容易にするため、職場にジョブコーチを派遣し、

・ 障害者に対する業務遂行力やコミュニケーション能力の向上支援

・ 事業主や同僚などに対する職務や職場環境の改善の助言を実施
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障害者就業・生活支援センター

業務の内容 就業及びそれに伴う日常生活上の支援を必要とす
る障害のある方に対し、センター窓口での相談や職
場・家庭訪問等を実施します。

＜就業面での支援＞

○ 就業に関する相談支援

・就職に向けた準備支援（職業準備訓練、

職場実習のあっせん）

・就職活動の支援

・職場定着に向けた支援

○ 障害のある方それぞれの障害特性を踏まえ

た雇用管理についての事業所に対する助言

○ 関係機関との連絡調整

＜生活面での支援＞

○ 日常生活・地域生活に関する助言

・生活習慣の形成、健康管理、金銭管理

等の日常生活の自己管理に関する助言

・住居、年金、余暇活動など地域生活、

生活設計に関する助言

○ 関係機関との連絡調整

雇用と福祉のネットワーク

障害のある方

相談

地域障害者

職業センター

専門的支援
の依頼

生活支援
（生活支援担当者1名）

就業支援
（就業支援担当者2～7名）

ハローワーク

事業主

職場適応支援

求職活動支援

特別支援学校
連携

保健所
保健サービスの

利用調整

福祉事務所
福祉サービスの

利用調整

医療機関

医療面の相談

○ 関係機関と

の連絡調整

○ 日常生活・

地域生活に関

する助言

○ 就業に関す

る相談支援

○ 障害特性を踏

まえた雇用管理

に関する助言

○ 関係機関と

の連絡調整

一

体

的

な

支

援

自立・安定した職業生活の実現

技術的支援

就労移行支援
事業者等基礎訓練の

あっせん

対象者の送り
出し

障害者の身近な地域においては、就業面と生活面の一体的な相談・支援を行う

「障害者就業・生活支援センター」の設置を拡充

21センター（14年5月事業開始時）→ 332センター（29年4月現在）

【28年度実績】 支援対象者数 166,635人
定着率 78.1％（１年）（身体78.9%、知的83.2%、精神71.5%）

担当者数 1,242人
（３．８人／１センター）
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障害者就業・生活支援センターの事業実績

＊センター設置箇所数、担当者数は各年度末時点の数値

14 22 23 24 25 26 27 28

72 618 741 753 796 994 1,016 1,163

支援 全体 3,178 78,063 94,960 110,914 125,286 140,838 153,522 166,635

対象者数 １センター 88 287 303 351 393 433 469 505

相談支援 全体 66,681 1,047,016 1,195,257 1,271,472 1,350,575 1,472,448 1,572,757 1,781,560

件数 １センター 1,852 3,849 3,819 4 ,024 4 ,234 4 ,530 4 ,810 5 ,399

就職 全体 694 10,266 11,899 12,932 14 ,363 14 ,907 15 ,401 15 ,676

件数※ １センター 19 38 38 41 45 46 47 48

新規 全体 1,316 18,160 20,039 21,206 21,316 22,193 22,007 22,408

求職者数 １センター 37 67 64 67 67 68 67 68

就職率※ 全体 52.7% 56.5% 59.4% 61.0% 67.4% 67.2% 70.0% 70.0%

職場訪問による定着支援件数 全体 － 120,038 143,023 141,050 147,451 167,500 186,386 214,822

職場定着率（1年） 全体 － 71.7% 72.3% 71.8% 74.4% 75.5% 76.5% 78.1%

330

7,537 ,4114,351 ,268 4,640 ,020 5,650 ,582 5,828 ,282
予算額
（千円）

420,055 3,700,306 4,236,754

313 316 319 325 327272

担当者数

事業年度
センター

設置箇所数
36
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障害者就業・生活支援センター 事業評価結果（28年度）

１．実施概要

　（１）実施状況

対象 325センター（H27年度末327センターのうち廃止2センターを除く）

うち3センターはH27年度中の設置のため採点対象外

２．結果概要

　(1) 全体平均点・・・５９．４点

（点）

　（2）全体評価

A 18 6% 4 14% 7 10% 4 4% 2 3% 1 2%

B 82 25% 9 32% 21 30% 27 28% 13 17% 12 24%

C 166 52% 13 46% 34 48% 52 55% 48 62% 19 38%

D 56 17% 2 7% 9 13% 12 13% 15 19% 18 36%

計 322 　 28 　 71 　 95 　 78 　 50 　

＊　A（80点以上）、B（65～80点未満）、C（50～65点未満）、D（50点未満）

＊区分　　1（人口80万以上）、2（40～80万未満）、3（20～40万未満）、4（10～20万未満）、5（10万未満）

（センター数）

全体 区分1 区分2 区分3 区分4 区分5

　　Ⅳ　その他 5.9 6.1 6.4 6.5 6.6

　　Ⅲ　業務運営 13.0 12.9 12.7 13.1 12.7

　　Ⅱ　活動 20.5 19.5 18.2 15.8 14.9

　　Ⅰ　成果 25.3 24.3 22.5 20.8 21.7

合計 64.7 62.8 59.9 56.2 55.9

全体 区分1 区分2 区分3 区分4 区分5

(満点100点)
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企業

○ジョブコーチ

○相談支援事業所

○福祉事務所

○発達障害者支援センター

○難病相談・支援センター

○医療機関 (※2) 等

・専門援助部門が担当
・就職支援コーディネーターを配置
し、関係機関と調整

主査：ハローワーク職員

その他の就労支援者

就職を希望している
福祉施設利用者等

就
労
支
援
計
画
の
作
成

チ
ー
ム
構
成
員
が
連
携

し
て
支
援
を
実
施

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

就職に向けた取り組み 就職

職場定着

職業生活の
安定

就労支援・生活支援 職場定着支援・就業生活支援

障害者就労に向けたハローワークを中心とした「チーム支援」

○地域障害者職業センター

○障害者就業・生活支援センター (※1)

○就労移行支援事業所

○職業能力開発校

○特別支援学校 等

副主査：福祉施設等職員

障害者就労支援チーム

（※1）可能な限り、障害者就業・生活支援センターがチームに参加し、生活面の支援を継続的に実施。
（※2）支援対象者が医療機関を利用している場合は、医療機関に対してチームへの参加を積極的に依頼。

○ 福祉施設等の利用者をはじめ、就職を希望する障害者一人ひとりに対して、

ハローワーク職員（主査）と福祉施設等の職員、その他の就労支援者がチームを

結成し、就職から職場定着まで一貫した支援を実施（平成18年度から実施）

【28年度実績】
支援対象者数 40,168人

就職者数 19,227人
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雇用関係助成金（障害者関係）
※都道府県労働局又はハローワークにおいて支給

● 特定求職者雇用開発助成金

特定就職困難者コース ハローワーク等の紹介により障害者を雇用する事業主に、１人当たり50万円（中小企業の場合
は120万円）等を支給。

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース ハローワーク等の紹介により発達障害者又は難治性疾患患者を雇用し、雇用管理に
関する事項を把握・報告する事業主に対して50万円（中小企業の場合は120万円）を
支給。

障害者初回雇用コース 障害者雇用の経験がない中小企業で、初めての雇入れにより法定雇用障害者数以上の障害
者を雇用した場合、120万円を支給。

● トライアル雇用助成金

障害者トライアルコース ハローワーク等の紹介により障害者に対し、原則３か月の試行雇用を行う事業主に対し助成。
障害者1人につき、月額最大４万円の助成金を支給。（精神障害者を初めて雇用する事業主に
対しては月額最大８万円）。

障害者短時間トライアルコース 精神障害者等について、雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、３か月
以上12か月以内の一定の期間をかけながら常用雇用への移行を目指して試行雇用を行う事
業主に対し助成。精神障害者等1人につき、月２万円の助成金を支給。

● 障害者雇用安定助成金

障害者職場定着支援コース 職場定着支援計画を作成し、「柔軟な時間管理・休暇付与」「短時間労働者の勤務時間延長 」
「正規・無期転換」「職場支援員の配置」「職場復帰支援」「社内理解の促進」のいずれかの措置
を講じた事業主に助成。 ※助成額は措置ごとに異なる。

障害者職場適応援助コース 職場適応援助者（ジョブコーチ）による援助を必要とする障害者のために、支援計画に基づき職
場適応援助者による支援を実施する事業主に助成。訪問型職場適応援助者による支援を実施
する場合は支援実施１日当たり16,000円（４時間未満の日8,000円）、企業在籍型職場適応援助
者による支援を実施する場合は月額６万円（中小企業の場合は８万円）を支給。そのほか、職
場適応援助者養成研修受講料の１／２を支給。

●中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金 障害者の雇入れに係る計画を作成し、当該計画に基づき障害者を新規に５名以上雇用して、その
雇入れ後障害者を10名以上継続雇用するとともに、障害者の雇入れに必要な事業所の施設・設
備等の設置・整備をする中小企業である事業主に対し助成。雇入れ者数と施設・設備等の設置・
整備に要した費用に応じて支給額を決定（支給上限額3000万円）。 47



○ 障害者作業施設設置等助成金
障害者が作業を容易に行うことができるよう配慮された作業施設等の設置・整備・賃借を行う事

業主に支給（障害者1人につき上限450万円 （作業施設の設置）等）

○ 障害者福祉施設設置等助成金
障害者である労働者の福祉の増進を図るため、障害者が利用できるよう配慮された保健施設、

給食施設等の福利厚生施設の整備を行う事業主に支給（障害者1人につき上限225万円）

障害者が作業を容易に行えるような施設の設置・整備を行った場合の助成措置

障害者を介助する者等を配置した場合の助成措置

○ 障害者介助等助成金
適切な雇用管理のために必要な介助者等の配置・委嘱を行う事業主に支給（例：手話通訳担

当者を委嘱した場合には委嘱１回当たりの費用の３/４）

通勤の配慮を行った場合の助成措置

○ 重度障害者等通勤対策助成金
障害者の通勤を容易にするための措置を行う事業主等に支給（例：駐車場の賃借１人につき

月上限５万円等）

障害者雇用納付金制度に基づく助成金
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障害者のうち、左記
に該当しない者

・発達障害者
・難治性疾患患者
等

身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）
があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者
（法第2条第１号）

障害者のうち、身体障害が
ある者であって別表に掲げ
る障害があるもの

（法第2条第2号）

障害者のうち、知的障害が
ある者であって省令（※１）
で定めるもの

（法第2条第4号）
※１ 知的障害者更生相談所等
により知的障害があると判
定された者

身体障害者 知的障害者 精神障害者

その他

精神障害者保健
福祉手帳所持者

障害者雇用促進法における障害者の範囲、雇用義務の対象

（雇用義務等に係る規定の精神障害者である労働者についての適用に関
する特例）
事業主が精神障害者である労働者を雇用しているときにおける同項（第
43条第1項）の規定の適用については、・・・当該事業主が・・・当該精神障
害者である労働者の数に相当する数の身体障害者又は知的障害者であ
る労働者を雇い入れたものとみなす。

（法第71条第１項）
※当該規定における「精神障害者」は、法第69条の規定により「精神障害者保健福祉手帳所
持者」に限定している。

事業主は、･･･その雇用する身体障害者又は知的
障害者である労働者の数が、その雇用する労働者
の数に障害者雇用率を乗じて得た数以上であるよ
うにしなければならない。

（法第43条第1項）

雇用義務の対象 実雇用率算定の対象

障害者

障害者のうち、精神障害がある者であって省令
（※２）で定めるもの （法第2条第6号）
※２ 次に掲げる者であって、症状が安定し、就労が可
能な状態にあるもの

※①～③の手帳所持者を
除く。

①統合失調症
②そううつ病(そう
病･うつ病を含む)
③てんかん

※平成30年から雇用義務の対象
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（※１）障害者雇用促進法 別表
一 次に掲げる視覚障害で永続するもの
イ 両眼の視力（万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異状がある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。）がそれ
ぞれ０．１以下のもの
ロ 一眼の視力が０．０２以下、他眼の視力が０．６以下のもの
ハ 両眼の視野がそれぞれ１０度以内のもの
ニ 両眼による視野の２分の１以上が欠けているもの

二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で永続するもの
イ 両耳の聴力レベルがそれぞれ７０デシベル以上のもの
ロ 一耳の聴力レベルが９０デシベル以上、他耳の聴力レベルが５０デシベル以上のもの
ハ 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が５０パーセント以下のもの
ニ 平衡機能の著しい障害

三 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害
イ 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失
ロ 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの

四 次に掲げる肢体不自由
イ 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で永続するもの
ロ 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの
ハ 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
ニ 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの
ホ 両下肢のすべての指を欠くもの
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、その程度がイからホまでに掲げる障害の程度以上であると認められる障害

五 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの

障害者雇用促進法施行令
（法別表第五号の政令で定める障害）
第二十七条 法別表第五号の政令で定める障害は、次に掲げる障害とする。
一 ぼうこう又は直腸の機能の障害 二 小腸の機能の障害 三 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害 四 肝臓の機能の障害

（※２）障害者雇用促進法施行規則
（知的障害者）

第１条の２ 法第２条第４号の厚生労働省令で定める知的障害がある者（以下「知的障害者」という。）は、児童相談所、知的障害者福祉法第９条第５項に規定する知的
障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第６条第１項に規定する精神保健福祉センター、精神保健指定医又は法第１９条の障害者職業セン
ター（次条において「知的障害者判定機関」という。）により知的障害があると判定された者とする。

（※３）障害者雇用促進法施行規則
（精神障害者）

第１条の４ 法第２条第６号の厚生労働省令で定める精神障害がある者（以下「精神障害者」という。）は、次に掲げる者であって、症状が安定し、就労が可能な状態にあ
るものとする。
一 精神保健福祉法第４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
二 統合失調症、そううつ病（そう病及びうつ病を含む。）又はてんかんにかかっている者（前号に掲げる者に該当する者を除く。）
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